
様式第1号(第4条関係) 

 

補助金等取扱基準 

補助金等の名称 諏訪市公共下水道事業会計補助金 

補助事業等の 

目標 

 諏訪市公共下水道事業に係る、地方公営企業法第１７条の２に規定する能

率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが

客観的に困難であると認められる経費について、同法第１７条の３の規定に

より補助することを目的とする。 

補助事業等の 

対象者 
 諏訪市公営企業管理者 

補助対象経費 
 諏訪市公共下水道事業に対して、能率的な経営を行ってもなおその経営に

伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費 

補助金等の額 

及びその算定 

方法又は補助率 

 予算の範囲内で市長が必要と認める額 

【補助金等の額が5万円未満、補助率が補助対象経費の1／2を超える場合の理由】 

補助事業等の 

評価 
 諏訪市公共下水道事業会計決算書等の内容により評価する。 

補助事業等の 

開始時期 
 平成２２年４月１日 

補助事業等の 

終了時期 

  

【終了時期が3年を超える場合の理由】 

情報の 

公表の方法等 
 予算・決算等の内容を議会、市のホームページにて公表する。 

その他   

提出書類 

 地方公営企業法第１７条の３による補助が必要となる理由を記載した書

類及び請求書 

諏訪市補助金等交付規則に定める様式を除く。 
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